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会  議  記  録 

会 議 名 称 杉並区子ども・子育て会議（令和５年度第４回） 

日    時 令和６年３月１８日（月）１９時００分～２０時２７分 

場    所 杉並区役所 西棟６階 第５・６会議室 

出 
 

席 
 

者 

委員名 

大山委員、大村委員、小川委員、佐藤委員、高田委員、宮内委員、 

小俣委員、久保田委員、手島委員、与謝野委員、狩野委員、小林委員、

四童子委員、中村委員 

事務局 

子ども家庭部長、子ども家庭部子ども政策担当課長（子ども家庭部管理

課長兼務）、地域子育て支援課長、子ども家庭支援課長（児童相談所設置

準備課長兼務）、保育課長、保育施設担当課長、児童青少年課長（子ども

の居場所づくり担当課長兼務）、学童クラブ整備担当課長、保健福祉部障

害者施策課長、杉並保健所保健サービス課長 

傍 聴 者 数  －名 

配 

付 

資 

料 

等 

 資料１  杉並区子ども・子育て会議委員名簿及び席次表 

資料２  杉並区子ども・子育て会議事務局名簿 

資料３  杉並区総合計画（令和６（2024）年度～令和 12（2030）年度）

及び杉並区実行計画（第２次）（令和６（2024）年度～令和 12

（2030）年度）抜粋 

資料３－１ 杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２次）修正一覧 

資料３－２ 杉並区総合計画等改定案に対する区民等の意見概要と区

の考え方について（抜粋） 

資料４  子どもと子育て家庭の実態調査の結果について 

     （添付）杉並区子どもと子育て家庭の実態調査報告書 

会議次第 

 

 

 

１ 開 会 

２ 委員紹介 

３ 議題及び報告事項等 

 （１）杉並区総合計画・実行計画の改定の決定について 

 （２）杉並区子どもと子育て家庭の実態調査について 

 （３）子ども・子育て支援事業計画（第三期）の策定に向けて 

４ その他 

大山会長 それでは定刻になりましたので、令和５年度第４回杉並区子ども・子

育て会議を開催いたします。 

最初に、事務局から連絡事項や資料の確認をお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

それでは皆様、今日は、非常に風が強くて、なかなか気温も高くなら

なくて寒い中、お越しくださいましてありがとうございます。 

それでは、令和５年度第４回杉並区子ども・子育て会議の最初の確認

の諸事項をお話しさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

まず、定足数の確認でございます。定足数につきましては、条例第６

条第２項によりまして、委員の半数の出席で成立となってございます。

事前にご連絡いただいているのが、有馬委員、それから根岸委員、東郷

委員の３名の委員の方がご欠席ですけれども、半数以上の皆様方がご出

席くださっておりますので、有効に成立しておりますことをご報告させ

ていただきます。 
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続きまして、資料の確認でございます。 

事前にお送りさせていただいた資料と、本日席上に配布した資料がご

ざいますので、併せて確認をさせていただければと思います。 

まず、一番上に、本日の次第。本日の議題及び報告事項は３点を予定

しております。 

資料１といたしまして、杉並区子ども・子育て会議の委員名簿。裏面

が座席表となってございます。 

資料２といたしまして、杉並区子ども・子育て会議事務局名簿。 

続きまして、資料３といたしまして、これが本日席上にご配付をさせ

ていただいたものですが、まず杉並区総合計画・実行計画の抜粋でござ

います。 

続きまして、資料３－１、「杉並区総合計画・杉並区実行計画（第２

次）修正一覧」。これは両面になっております。 

続きまして、資料３－２「杉並区総合計画等改定案に対する区民等の

意見概要と区の考え方について（抜粋）」でございます。 

最後に、資料４といたしまして「子どもと子育て家庭の実態調査の結

果について」ということで、Ａ４の両面刷りと報告書ファイルとなりま

す。不足ございますでしょうか。何か途中でございましたらお声かけい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、本日の会議につきましては、記録作成のために録音をさ

せていただいておりますけれども、録音した音声そのものは公表いたし

ませんので、ご了承いただければと思います。 

また、会議内容につきましては、従来のとおり、発言の要旨を記録す

る形でまとめた後に、委員の皆様方にご確認をお願いできればと思いま

す。約３週間以内を目途にホームページに公開いたしますので、また改

めて確認のご依頼をさせていただきますが、よろしくお願いいたしま

す。 

事務局からは以上でございます。 

大山会長 ありがとうございました。 

それでは、本日の会議終了は８時半を目途という形で、効率的かつ活

発な議論を行ってまいりたいと思います。１つの議題につきまして、説

明、質疑を合わせて 20分から 30分程度を目途にしていただければと思

います。議事進行に、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

まずは「(１)杉並区総合計画・実行計画の改定の決定について」、説明

をお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

それでは、「杉並区総合計画・実行計画の改定の決定」につきまして、

資料３及び資料３－１、資料３－２を用いてご説明させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

この杉並区総合計画及び杉並区実行計画の改定につきましては、第２

回の当会議におきまして改定案の概要等をご説明させていただいたか

と思います。その後、区民の皆様からの意見提出手続であります、いわ

ゆるパブリックコメントを実施いたしましてご意見を頂いた上で、今般

この計画が決定いたしましたので、ご報告させていただきます。 

第２回の会議のときに計画及び改定の概要をお話しさせていただい

たかと思うのですが、いま一度確認も含めて計画全体の説明からさせて

いただければと思います。 

まず、資料３をご覧ください。 
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表紙をおめくりいただきますと、１ページ目に総合計画における８つ

の分野を記載しております。 

さらにおめくりいただきますと、３ページに、区の最上位計画になり

ます杉並区基本構想と総合計画、実行計画、またその他の計画との関係

性を図で示しております。今回の改定につきましては、点線で囲まれた

部分の計画が対象となってございます。 

おめくりいただきまして、４ページをご覧ください。 

４ページには、まず「計画期間」を記載してございます。ページの下

のほうのイメージ図の部分をご覧いただきますと分かりやすいかなと

思うのですけれども、例えばイメージ図の一番下に記載してございます

実行計画につきましては、今回の改定作業は、令和５年度の改定という

部分に当たります。令和６年度から８年度までの第２次の３か年につい

て見直しを行ったというものになります。 

７ページから 10 ページにつきましては、先ほどお示しさせていただ

いた８つの分野の施策と、それぞれの事業の内容について記載しており

ます。 

子ども分野につきましては、９ページの右側、一番上に「子ども」と

網かけしてある部分から下の部分になります。 

それでは、施策 18から 21について、パブリックコメント等の実施に

よって案の段階から修正のあった点につきましてご説明をさせていた

だきます。ここから先は、資料３－１と３－２も併せてご覧いただけれ

ばと思います。 

まず、資料３－１をご覧ください。 

各計画の改定案の修正状況が一覧表になっているのですけれども、一

番上の行、総合計画・実行計画についてご説明します。お寄せいただい

た区民の皆様からの意見の項目数は、全体で 452項目となりました。そ

のうち、子ども分野の施策、18から 21 について頂いたご意見の数が、

その下段の括弧内の数となっております。子ども分野につきましては 76

項目のご意見を頂いたところでございます。 

修正箇所につきましては、ご意見に基づいたものが１か所、その他の

修正が４か所となってございます。 

修正した内容につきましては、裏面をご覧ください。 

No１から２につきましては、施策 18 のいわゆる成果指標の修正とな

ります。 

資料３の 107 ページに施策 18 の指標を掲載してございますので、後

ほどご覧いただければと思います。 

指標の修正につきましては、後ほどご報告させていただきます「杉並

区子どもと子育て家庭の実態調査」の結果を踏まえまして、より具体的

な数値に修正させていただいたところでございます。 

No３は資料３の 108 ページの中段に記載している「子どもの意見表

明・参画の推進」の事業についての修正となります。改定案の段階では、

「子ども施策（（仮称）杉並区子ども計画への子どもの意見の反映）」と記

載していたところですが、頂いたご意見を踏まえまして、個別の事業に

限らず、広く子ども施策へより子どもの意見を反映させていくという、

区の姿勢をより明確に示すために、適切な記述に修正させていただきま

した。 

№４、５につきましては、「修正理由」に記載のとおり、それぞれ「よ

り適切な記述に修正」「工事の進捗を踏まえた修正」としてございます。 
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また、資料３－２につきましては、施策 18から 21について頂いたご

意見を抜粋いたしまして、お配りをさせていただきました。 

頂いたご意見と区の考え方につきましては、区公式ホームページに、

頂いたご意見を全件全文を掲載しているほか、区役所内の区政資料室で

すとか各区民事務所、図書館でも４月 15日までご覧いただけます。 

実行計画につきましては、必要に応じて、毎年度修正を行う場合もあ

るのですけれども、まずは今回改定した計画内容に基づきまして、各施

策目標を実現するため、来年度より、子ども家庭部をはじめとして全庁

一丸となりまして取組を進めてまいりたいと考えております。 

議題(１)に関する説明は以上でございます。 

大山会長 ありがとうございました。 

パブリックコメントを経て決定された杉並区の総合計画等について、

全体の概要と子ども分野に係る修正内容についてご説明いただきまし

た。内容について、ご意見、ご質問ありましたら、挙手をお願いいたし

ます。よろしいでしょうか。 

そうしましたら、本件につきましては以上とさせていただきたいと思

います。 

次に、議題｢(２)杉並区子どもと子育て家庭の実態調査結果」につい

て説明をお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

それでは、「杉並区子どもと子育て家庭の実態調査」についてご報告

させていただきますので、資料４をご覧いただければと思います。 

この調査につきましては、基本構想に掲げる子ども分野の将来像でご

ざいます、「すべての子どもが、自分らしく生きていけるまち」の実現に

向けまして、子どもと子育て家庭の生活実態がどのようなものか把握す

るとともに、区の子ども・子育て支援施策の参考とするために実施した

調査でございます。 

実施に当たりましては、第１回目の会議のときに「こういった調査を

やります」ということで、皆様方にも当時検討していた内容を含めてご

説明しておりますので、ご記憶のある方もいらっしゃるかなと思いま

す。 

まず、今回の調査の対象と方法についてご報告させていただきます

が、資料に記載のとおり、「１ 調査の対象及び方法」というところです

けれども、住民基本台帳から無作為抽出した対象者の方へ調査票を郵送

いたしまして、郵送による返送、もしくはインターネットからご回答い

ただきました。 

調査対象数は、保護者が 9,500件、児童が 4,500件の合計１万 4,000

件。有効回答数は、子ども票が 1,418件、保護者票が 3,593件という結

果になりました。区分ごとの回答数とその率につきましては、資料４の

表の右側をご覧いただければと思います。 

２に記載の「調査結果」でございますけれども、これはご配付させて

いただきましたファイルにとじられているものでございます。「調査期

間」につきましては、資料に記載のとおり、令和５年８月８日から９月

15日となってございます。 

裏面にまいりまして、４といたしまして生活困難層の割合を記載して

います。この生活困難層とはそもそも何だろうということで皆様お考え

になられると思いますので、その定義について、下の枠に囲われた部分

「本報告における『生活困難度』の取扱い」というところから、先にご説

明させていただければと思います。 
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なお、この説明につきましては、本編の８ページから 11 ページに詳

しい記述がございますので、もしよろしければ併せてご確認いただけれ

ばと思います。 

まず、この調査の大きな目的の１つとしまして、現在の区内の子ども

たち、それから子育て家庭の生活がどのような実態なのか、なかなか表

面に出てきにくいところも含めて、生活困難や貧しさ、貧困の問題がど

のようなところにあるのか、先行の自治体の調査を参考に、経済面だけ

でなくて、子どもの体験ですとか交友関係、それから子どもの自己肯定

感、保護者の生活状況など、様々な視点から質問を行ったところでござ

います。 

この調査結果をまとめるに当たりましては、資料にも記載をいたしま

したとおり、東京都立大学子ども・若者貧困研究センターの手法を参考

に、子どもたちの生活における「生活困難」というものについて、３つ

の要素に区分けしました。 

まずその中の１つ「低所得」は、国民生活基礎調査から算出される基

準未満の所得というところを基準にしてございます。 

続いて、公共料金や必要な食料・衣類の費用が捻出できないですとか、

そういった家計の状況にあるところを２番目としまして「家計の逼迫」。 

３番目といたしまして、現代社会の中で大多数の子どもが一般的に享

受・経験しているであろう事柄につきまして、「子どもの体験や所有物

の欠如」というところで、３つの要素に分類いたしました。 

その上で、この３つの要素に幾つ該当するかによって、世帯の状況を

「生活困難度」という形で分類いたしました。 

資料の一番下に表がございますけれども、まず今お示ししました３つ

の要素について、いずれの要素にも該当しない場合を、表の一番下「一

般層」といたしました。１つ以上の要素に該当した場合を「生活困難層」。

さらに「生活困難層」の中で、該当する要素が１つである場合には「周

辺層」、２つないしは３つ全てに該当した場合を「困窮層」としたところ

でございます。 

この区分けを踏まえた上で、一番上の表にお戻りいただきますと、右

端列の「全体」をご覧いただきますと、「生活困難層」は、10.2％という

ことで、調査にご回答いただいた中の約１割の方がここに該当し、その

うち「困窮層」と「周辺層」の割合は、それぞれ 2.7％、7.5％となり、

これ以外、おおむね９割の方々が、「一般層」に分類されるという結果に

なりました。 

また、各要素の割合につきましては、２段目の表に記載のとおり、全

体でいきますと、「低所得」が 3.0％、「家計の逼迫」が 4.3％、「子ども

の体験や所有物の欠如」が 5.9％という結果になってございます。 

これらの結果につきましては、このような内容、規模の調査を区とし

て初めて行ったということになりますので、これまでの区が行ってきた

取組ですとか、それに対する検証等々を今後行っていくために非常に重

要なデータになると区として考えております。 

一方で、以前この会議でもご意見を頂いたところであるのですけれど

も、例えば、本当に大変な状況にあるご家庭は、それこそこの調査に回

答する余裕がなかったりということもございますので、この調査結果に

つきましては、そういった背景もあると区側も考えております。 

今後につきましては、この調査結果、現在関係する各課と共有をした

ところでございますけれども、では、これからどういった層にどういっ
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たアプローチを区として行っていかなければいけないのか、分析ととも

に検討を進めていきたいと考えております。 

例えば、この調査結果からですけれども、区が行っている事業ですと

か取組について知られていないというデータが出ている箇所がござい

ます。こういったところにつきましても、それを知ってもらうためには

どういうアプローチが必要なのか。それが単独の課でできるのか、複数

の課をまたがなければいけないのか。どういったことが効果的なのかと

いうことも含めて、今後周知啓発のための１つの手段として、リーフレ

ットを作成して、それぞれのアプローチ先に届ける、ご配付するという

やり方もあるのかなというのが、１つ今出てきている案でございます。

こういったところを含めて、今後検討していきたいと考えております。 

調査結果の報告については以上となります。 

大山会長 ありがとうございました。昨年８月に実施した子どもと子育て家庭の

実態調査の結果について、概要をご説明いただきました。また、リーフ

レットの作成も予定されているとのことです。 

様々な点から質問を行った調査ということですが、内容について、ご

感想でも構いませんので、ご意見やご質問等がございましたら挙手をお

願いいたします。また、リーフレットの作成に当たって、「こういった点

を盛り込むべき」といったようなご意見等もあれば、併せて頂ければと

思います。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

質問が出にくいでしょうか。それでは、大村委員から何かございます

でしょうか。 

大村副会長 本当に多岐にわたっているので、それぞれの関心で読むことができる

資料で、本当に基礎データがここでそろったのかなというところです。

これからどうしていくのかということは、これからなのかなというとこ

ろですけれども、私が見て思ったのが、保育の関係者として、最後のほ

うに「相談ができる相手」みたいなところ、相談窓口の利用状況でした

かね。「相談したことがある」という相手に、学校の先生や保育者という

のが高い割合で出ていたと思うのですけれども、一方で、「相談しにく

いと感じる」というのも同じく高くなっていて、身近がゆえに相談しづ

らいということも確かにあるなと思うと、非常に難しいなと思ったとこ

ろはあります。保育者の養成課程の中でも「相談援助」という科目が必

ずあるのですけれども、そういうところでも、単に技術を教えるだけで

はなくて、こういった実態も伝えていかなくてはいけないのかなと思っ

たりしました。感想です。 

大山会長 ありがとうございました。 

今、大村先生がおっしゃったのは、140 ページから 145 ページぐらい

までの部分かなと思います。何か事務局からコメント等はございますで

しょうか。 

子ども政策担

当課長 

今、副会長からご指摘いただいたところ、特に、143 ページから後ろ

のところですけれども、先ほどご説明させていただいたところに少し重

なりますが、「相談したことがない理由」で、困窮とされている層の方々

が、実際相談したくても、この斜線の部分「相談する窓口や方法がわか

らない」というのが、それぞれの窓口で割と大きな割合を占めています。 

144、145ページに行きますと、副会長がおっしゃった、学校ですとか

保育の現場、それから民生委員さん、児童委員さんというところもござ

いますし、当然区役所の窓口もございます。 

こういった数値というのは、先ほど申し上げましたアプローチを考え
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ていく上では、大切な視点だろうということで、今後こういった層の皆

様にどういう形で情報を届けていくのが一番効果的、効率的なのかとい

うところは、今後関係各課で検討を進めていこうと考えているところで

ございます。 

大山会長 ありがとうございました。 

ほかには、いかがでしょうか。 

小川委員、お願いします。 

小川委員 先ほどのお話の中で、リーフレットを作成して配布されるというお話

があったのですけれども、そのリーフレットは何を目的としたリーフレ

ットを作成されるのかなという質問です。 

子ども政策担

当課長 

ありがとうございます。 

例えば今の相談窓口に関するところを例に挙げますと、「こういった

相談窓口がありますよ」とお知らせすることが考えられるわけではある

のですが、様々複数の場所が関わるところ、特に子どもたちであれば、

私ども子ども家庭部と教育委員会がどういう形で連携できるのかとい

うところも一緒に考えていければなと。そういったところからも、今検

討を進めている状況です。 

ですので、今もうこの点についてこういう周知を考えていますよとい

うピンポイントの状況ではなくて、具体的に、委員の皆さんから、こう

いった方法もいいのではないですかというお知恵とかがあれば、ご意見

いただければと思っております。 

小川委員 ありがとうございます。 

私が思うに、この実態調査報告書の結果が出ました。リーフレットを

作ります。配布します。ではなくて、この調査結果を踏まえた上で課題

が何個かあると。それに対する解決策を区はこう考えますといった、そ

のような形でリーフレットを作るなら意味があると思うのですけれど

も、リーフレットを作ることが先行していたら、区民の皆さんの税金で

作るものだと思うので、その辺はちゃんと考えていただきたいなと思い

ました。 

子ども政策担

当課長 

ありがとうございます。 

そこはまさしくおっしゃるとおりで、当然リーフレットを作って配布

することが目的になってしまってはあまり意味がないのかなと。具体的

に、その方々に対して役に立つといいますか、その情報によって何かが

プラスされるというところも含めて考えなければいけないので、そこは

ご指摘のとおりだと思います。どうもありがとうございました。 

子ども家庭部

長 

少し補足させていただきますと、いわゆる子どもの貧困に関わる内容

について調査をしたというのが区としても初めてで、まさに基礎データ

というお話を大村副会長からも頂きましたけれども、ようやく私たち

も、そのことを区民の方へどうお伝えしていけばいいかということの入

り口のところに皆さんと一緒に立っていると思っています。 

貧困といったときに、一般的に所得の低い方というイメージがあるの

かなと思うのですけれども、先ほどこの調査の概要をご説明したときに

も、必ずしも所得だけではない、体験の乏しさだったりとか、そういう

複合的な要素が絡み合っているということも含めて、区民の方に今、何

をお伝えすべきなのだろうと。分析の結果、こういうことをやりますと

いうことの周知のほうが確かに刺さるリーフレットになるとは思って

いるのですけれども、今現在、区民の方の貧困に対するイメージがどう

いったものなのかといったところも併せて考えていく必要があるのか
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なと思っています。 

ただ、せっかくやらせていただいた調査で、なおかつ予算をかけてリ

ーフレットを作るということですから、本当に作ること自体が目的化し

てはいけないというのはまさにおっしゃるとおりで、それは私たちも、

これから来年度作っていくときには肝に銘じてやっていかなければい

けないなということを改めて感じた次第です。ありがとうございます。 

大山会長 小川委員、何か追加で質問はよろしいでしょうか。 

小川委員 大丈夫です。 

大山会長 ありがとうございました。 

今の小川委員のご指摘のとおり、何らかの課題を見つけて、それに対

しての解決策としてリーフレットを出すというのが本来あるべき形だ

と思いますし、先ほど大村委員が言ったように、相談に対してもしかし

たら抵抗感があるのではないかと。これも１つの課題の仮説にはなると

思います。この辺りはぜひ委員の皆様から、この調査を見たときに、こ

ういった点が、もしかしたら区民に情報なり意図が届いていないのでは

ないかといったご提案を頂けると、非常に有意義な会議になるかなと考

えております。いかがでしょうか。 

佐藤委員、お願いします。 

佐藤委員 お話ありがとうございます。今お話があったとおり、貧困に対するイ

メージというところが、所得だけというイメージが結構強いのかなと思

うのですけれども、今回の調査で、この体験の部分が含まれているのは

すごく今後のためにもなるのではないかなと思います。例えば、この調

査報告書の 59 ページにありますとおり、塾に通えているかどうかのよ

うなところに差があるなと感じています。長期休暇のことは、結構体験

格差が問題になって上がっていたりとかニュースに出ていると思うの

ですけれども、日頃からの体験格差というか、教育の格差ですかね、と

いうところは、進学だとか、その後の就職だとかにも関わってくるので

はないかなと思います。「一般層」の、塾に通っていないとか週１回とい

うところの多分倍以上、「困窮層」は全く通っていないという方が多く

なっているというところもあるので、塾に通うのが当たり前になってき

ているのではないかなと思います。その辺りの何かサポートとかも今後

あるといいのではないかなと思いました。 

136ページに「受験生チャレンジ支援貸付」の調査結果がありまして、

この制度について、「知らなかった」とか「利用したかったけれども使い

づらかった」という意見が２～３割ぐらい出てきているので、塾ではな

いですけれども、進学に対してのこういう支援もあるというのは、もっ

と周知できるといいのかなと個人的に思いました。 

大山会長 ありがとうございました。事務局から、何かコメントがあればお願い

いたします。 

子ども政策担

当課長 

どうもありがとうございました。 

実は、他の会議等でこの調査結果を確認した際に、37ページの「子ど

もへの支出」というところで、図表２－２－５「『経済的にできない』子

どものための支出」をやりたいのだけれどもできないという捉え方を仮

にすると、この中段の「学習塾に通わせる（または家庭教師に来てもら

う）」ことが「できない」と回答している未就学児や小学校低学年の保護

者が結構多いなというのが感想として幾つか出ました。 

それから、おめくりいただきまして 39 ページですが、２－２－７の
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『経済的にできない』子どものための支出：生活困難度別」で、特に未就

学児のところで、やはり習い事、学習塾について「困窮層」では著しく

高いという結果も出ております。 

こういったところで、先ほど委員おっしゃったように、いわゆる体験

の部分も含めた、塾ですとか、やらせたいけれどもできないというよう

なところ。 

それから、48ページの一番上の表ですが、中学生の在籍している学校

について、「一般層」の公立と私立の在籍割合に比べると「周辺層」「困

窮層」がなかなか私立が少なく、私立学校のほうが多少経済的に負担感

が強いというような傾向にございますので、そういったところにもこう

いう形で数字としては出ているのかなと。先ほどの受験生チャレンジ支

援貸付の部分でもそのとおりですけれども、そういった結果を踏まえま

して、関係する各課でどこまで何ができるかという参考にさせていただ

きたいと思います。ありがとうございました。 

佐藤委員 ありがとうございます。あと、もう１点いいですか。 

122 ページで、保護者が「成人するまでに体験した困難」と育児中に

経験した困難の回答状況の部分があるのですけれども、保護者自身が今

までに何か困難な状況を体験した方が、自分自身が育児をしている中で

困難を抱えるという相関性が結構出ているというデータかなと思いま

す。子ども自身の貧困は、恐らく保護者の方のバックグラウンドだった

りも関係していると言われているので、子ども自身についてもそうです

けれども、背景には保護者の方の体験だったりとかがあって、そこにも

ケアが必要になってくるのかなというところは感じている部分です。 

大山会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。 

子ども政策担

当課長 

ありがとうございました。 

他の会議等でもこの中段、真ん中のグラフ、ネグレクト、育児放棄の

ところなのですが、「育児放棄になった時期がある」という回答が 12.5％

という数字は、ほかに比べるかなり高いかなというところで、指摘とい

いますか話題になった経緯がございます。 

今、委員おっしゃるとおり、保護者が経験していると、こういった傾

向がそのまま引きずられるのではないかということも、一定程度数値か

ら見えてくることもあろうかと思いますので、そこはご指摘としまして

受け止めさせていただければと思います。ありがとうございました。 

大山会長 ありがとうございました。 

ほかには、いかがでしょうか。お願いいたします。 

四童子委員 ご説明ありがとうございました。 

先ほど部長が仰った、生活が困窮しているからこういう経験ができな

いというわけではないというお話ですが、その通りだと思いました。私

の父は経営という仕事を長くやっておりまして、非常に忙しくしており

ましたので、家族サービスであるとか、どこかに連れていってもらった

とかという覚えは少ないです。家にはそこそこスペースがありました

が、低学年時私が専用で勉強するようなところは与えられていたかとい

うと、そんなものもありませんでした。一概にだからといって生活が困

窮していたというわけではないので、調査報告については、そういう見

え方・伝わり方が誤解を生まないようにするのも大切だと思いました。 

また、初めて今回子どもの貧困という事象にフォーカスして統計を取

っていただいたことには非常に意義があると思っておりますが、全ての
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指標が「一般」と「困窮」と「その周辺」となっているところは、しよ

うがないのかもしれないですが、「うん？ 」と少し疑問に思ったとこ

ろもあります。例えば、塾に行っていない、習い事に行っていないとい

う項目がありますけれども、本当に塾に行かなければならないのか、で

あるとか、習い事に行くのがいいことなのかというと、必ずしもそうい

うわけではないと思うところがあります。うちも母親が一生懸命勉強な

どを私に教え、愛情を持って育ててくれましたので、それで習い事に行

っていないから他よりも何かみじめな思いをしたということもありま

せんでしたし、また塾に関しては、塾に行かなくても学校で学力が補完

できるというところが杉並区のすばらしいところなのではないかと思

っています。むしろ現在 20 を超える学級で学級担任がいないという現

状もあると聞いているので、その辺りを改善しようとしているかと思う

のですが、「貧困だから塾にもいけない」などということが独り歩きし

ないようなアウトプットが必要でなかろうかと。これは私の見解です

が、そう思いました。よろしくお願いいたします。 

大山会長 ありがとうございました。事務局のほうから、いかがでしょうか。 

子ども政策担

当課長 

どうもありがとうございました。 

委員ご指摘のとおり、塾に行けない、そういった経験をできていない

から貧困なのだと、当然そんなことはございませんで、そこは個人の選

択の自由というところもあろうかと思います。 

加えて、先ほどこの調査結果概要の説明で、資料４の裏面の上のとこ

ろを説明させていただきましたが、私も個人的にびっくりしたのが、困

窮、その周辺と言われている方々の理由で一番多いのが、所得ではなく

て経験というところ。それにつきましては、区というよりもエリア、い

わゆる周辺区も含めたそういったことでもあるのかなと。似たような調

査は、中野区ですとか世田谷区でもやっているのですけれども、そんな

に大きな差はないのですね。これが東京都とかになると、もっとエリア

が広がるので、多少数値が悪いほうに振れていたりするところもあるの

ですけれども、そういった傾向があるのだろうというところは、一定程

度認識できたはところでございます。 

今いただいたご指摘も含めて、教育委員会とも連携して取り組めると

ころについても検討を進めてまいりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

大山会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

ほか、いかがでしょうか。では、与謝野委員、お願いします。 

与謝野委員 ありがとうございます。 

医療の立場からというところで、医療分野で調べられていたのが、医

療の受診抑制という項目が 95 ページからありました。その受診抑制の

理由が 96ページにあって、「多忙」というので 20％ぐらいあります。ま

たもう１つの資料として、母親、父親、共働きの状況があり、今共働き

の方が杉並区の住民にも増えているのかなと。実際私も診療をふだん行

っていて、なかなか忙しくて連れてこられないという現実を目にするこ

とが多いです。 

そういった部分で、僕も普段からどう対応していったらいいのかなと

考えたりすることがあるのですが、忙しいから連れていけない、それで

何か起きてしまったらというのは、確かにお子さんにとっていいことで

はないかなと思いますので、そういったサポートも何か区のほうででき
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たらいいのかな、と医療的立場から意見を言わせていただきました。よ

ろしくお願いします。 

大山会長 では、事務局からお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

ご意見ありがとうございました。 

おっしゃるとおり、病院にかかっていればという状況が起こるような

ことは避けなければいけないことだと思います。そういったところに寄

与できるような施策も含めて、今後検討してまいりたいと思います。あ

りがとうございました。 

子ども家庭支

援課長 

子ども家庭支援課長です。 

全部ではないのですけれども、例えば保育園とか学校とかから、「医

療的なネグレクトではないか」というようなご相談が子ども家庭支援セ

ンターに入った場合、ご家庭に、「なぜ行けないのですか」とか、「子ど

もの健康に影響が出ていますよ」のように支援的に声をかけて受診勧奨

をしたり、もしくは、保護者の方にご病気などがあってどうしても連れ

ていけないというときは支援をしたりと。全員が全員ということではあ

りませんけれども、そういった方につながった場合は、そのような支援

をしているというような現状がございます。 

大山会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

与謝野委員 はい。 

大山会長 ほかには、いかがでしょうか。 

それでは宮内委員、お願いします。 

宮内委員 ２つほど質問させていただきます。 

１つ目が、まさに報告のところでもありましたとおり、前回、この調

査を実施するに当たって、貧困層の意見をちゃんと聞けるのかどうかと

いうことがかなり議論になったかなと思っております。今回、実際アン

ケートを取って、「困窮層」が全体の 2.7％、「周辺層」が 7.5％という数

字は出たかなと思うのですけれども、実際この数字というのは、想定し

ていたよりも低いのか高いのか。低いのであれば、もしかしたら取り漏

れや、「困窮層」からの回答が得られなかったという評価もあるかなと

思うので、そこについてどういったご見解をお持ちなのかということを

お伺いしたいのが１つ。 

２つ目なのですけれども、今回、貧困という定義の中で経験という指

標を使ってということで、私もこれはすごく合意するというか、すばら

しいなと思うのですけれども、この経験として、「海水浴に行く」とかい

ろいろと具体的な項目があって、海水浴に行くというのが、個人的に「そ

うだよな。行けてないな」とか思いながら、若干の違和感がありました。

こういった先行研究があってこういったものを使いましたのような、な

ぜこの項目なのかなというところをお伺いできればなと思いまして、ご

質問させていただきました。お願いします。 

子ども政策担

当課長 

どうもありがとうございました。 

まず１点目の、「困窮層」と「周辺層」の数字が想定より高いか低い

か。その辺りの認識も含めてということですけれども、先ほど少し申し

上げましたとおり、周辺区で、ほぼ同じような質問項目で実施しており

まして、一定程度比較ができるというところでいきますと、中野、世田

谷もほぼほぼ同じような数字だったので、当然杉並区は地理的にその間

ですから、著しく特段の要素がなければそんなに差はなかろうというこ

とは一定程度想定しておりました。逆に、そこで飛び抜けて何か数字が
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出てくると、それはそれで問題が明確になる部分もありましたが、結果

としては一定程度傾向としては同じかなと認識したところでございま

す。 

２点目の経験の指標ですけれども、冒頭で申し上げましたとおり、今

回のこの調査の参考にさせていただいたのは、東京都立大学の子ども・

若者貧困研究センターの手法で、ごくごく一般的な家庭において経験し

ているものとしてこうした項目が挙がっていたところでございます。 

大山会長 ありがとうございました。 

今、宮内委員の後者の質問に関しては、私が貧困問題の研究者なので

少し解説をさせていただきます。調査の基盤に相対的剥奪概念というの

があり、この相対的剥奪というのは何かというと、普通の子どもであれ

ば通常経験するような経験を積むことができないというものです。それ

をもって相対的貧困、貧困状態にあるという考え方で、今の世界標準は

そちらに大分移ってきて、経済的なお金だけではなくて、様々な経験も

含めて貧困というものを定義しようというのがトレンドにあります。 

今言った海水浴とか、先ほどご質問のあった塾などに関しても、塾に

行っていなければ貧困なのかとか、海水浴に行けないのは貧困なのかと

いう議論になりがちですけれども、そういう意図ではございません。相

対的剥奪の概念も国によってかなり差がありますが、要は、日本にいる

一般的な子どもだったら、そうしたことを普通は経験をするのかしない

のかということを、研究者が先行研究や他国の状況、日本の文化的な状

況も踏まえて、質問票を作っています。その中の１項目がクリアできて

いないから、これはイコール貧困という、そういうものではなくて、多

様な指標を用いて子どもたちの生活実態を明らかにすることが目的に

なります。 

ちなみに、余談になってしまうのですけれども、国際比較をすると、

日本は標準的な剥奪指標を低く見積もりがちな傾向があります。さっき

の塾とか海水浴もそうですが、そこまで必要ないのではないか、それが

できなくても貧困とまでは言えないと考える国民性なのだとされてい

ます。ほかの国だと、例えば誕生日にプレゼントがもらえるとか、あと

は友達が遊びに来たときにちょっといいお茶が出せるとか、そういった

ことができなければ貧困状態にあるのではないか、相対的剥奪の状態に

あるといわれています。 

東京都立大学子ども・若者貧困研究センターの阿部彩先生は相対的剥

奪概念の整理に関して、日本の中では第一人者なので、他国の先行研究

等も踏まえて調査票を設計されています。 

ほか、いかがでしょうか。 

では、佐藤委員、お願いいたします。 

佐藤委員 もう１個追加といいますか、今のところで、お話ありがとうございま

す。すごく勉強になりました。 

子どもを育てていると、休み明けだったり連休明けに、「こんなとこ

ろ行ったよ」とか「この遊びしたよ」とかという話を必ず子ども同士で

しているのですね。ですので、そのときに自分だけ何もしていない、ど

こにも行けていないというところから、この調査結果でも、色々なとこ

ろに影響もあるのではと。89ページの「子どもの自己肯定感」の調査結

果が個人的にはすごく気になった部分でありまして、「不安を感じるこ

とはないと思う」というところで、不安に感じているお子さんが半分ぐ

らいはいらっしゃるというところが、子どもを育てる親としても気にな
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った部分です。自分が子どもの頃を振り返ると、あまり小学校とかで感

じたことはなかったなと思うのですけれども、結構な割合のお子さんが

不安を感じたことがあるというところがすごく気になりました。いろい

ろな背景があると思うのですけれども、ここの部分というのは、どこか

相談できる場所があるとか、家庭の状況とかいろいろあると思うのです

けれども、どうにかできないのかなと個人的に思った部分です。 

それから、孤独を感じるについても、全体で 31％が感じたことがある

だったりとか、「頑張れば報われるか」というところ、将来への希望、楽

しみかどうかみたいなところも、私としては「あまり思わない」と回答

しているお子さんが思ったよりも多いなという、ここがすごく衝撃的

で、ここも本当に、これをやれば上がるということはないと思うのです

けれども、どうにかしていけたらなと個人的に思った部分です。 

大山会長 では、お願いします。 

子ども政策担

当課長 

どうもありがとうございました。 

佐藤委員からご指摘いただいた、この自己肯定感に関するグラフでい

いますと、一方で、「自分は家族に大事にされていると思う」という質問

は、いろいろな年齢層でポジティブな回答の割合が高いというところ。 

今、子どもたちの権利に関しての取組を、私ども、別途進めていると

ころで、小中学校に子どもたちの意見を聞きに、かなり行かせていただ

きました。 

そこで感じている印象といいますか感想なのですが、まず、最近の子

どもたちは非常に時間がないのですね。そこで、ゆっくりしたいですと

か、先ほど委員がおっしゃっていたような部分につながるような感想と

いうのも多いと感じます。それが、例えば塾だったり習い事だったり、

様々理由はあるのでしょうけれども、最近の子どもたちは非常に忙しい

のだなというのはあります。 

一方で、今回子どもからの意見聴取のテーマとして聞いているのが、

「子どもにやさしいまちって、どんなまち？ 」「好きな場所って、どん

なところ？ 」。この２つなのですが、好きな場所で、かなり大多数の子

が言うのが「家」なのです。家族に大事にされていると思うというのが、

その家が好きな場所ということに割と近いのかなと個人的には思って

いるのですが、多分そういったところが、子どもたちの中でいろいろな

感情が相まっての結果なのかなと。一方では忙しいので何もできない。

だけど、近くには家族がいて家が好きだ、家族に大事にされているとい

うようなところで、先ほど委員がおっしゃっていた子どもたちの気持

ち。そういったところも含めて、今後いろいろ様々考えていきたいなと

思っています。ありがとうございました。 

大山会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

佐藤委員 ありがとうございます。 

大山会長 ほかに、いかがでしょうか。 

個人的には、先ほど保護者の方からのご質問、ご意見が多かった印象

があるのですが、実際に保育の現場、あるいは幼稚園の現場で日々子ど

もたちの支援をしてくださっている方が、この調査をどのように受け止

められたのかなというのも大変興味があるところですので、ぜひ、もし

よければご意見等を頂ければありがたいかなと思っております。いかが

でしょうか。 

小俣委員、いかがでしょうか。 
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小俣委員 私どもは認可保育園をさせていただいているのですけれども、現場で

子どもたちの様子を見ると、朝早くから、延長も含まれて、ずっとお父

さんとお母さんのように早出と残業をしている子どもたちがますます

増えたなという印象です。だから、相当疲れているだろうなということ

も感じておりまして、子育て支援を長らくしている者とすると、子ども

の権利とか、その前に赤ちゃんの権利とかはどうなっているのかなと思

います。 

実際は、病児保育とかいろいろなところで、大分大人の都合で施策な

り支援が進んでいるのかなと。特に赤ちゃんの権利とかは、本当だった

らすごくお熱があるときは絶対お母さんと一緒にいたいでしょうし。で

も、それが、お仕事の都合だったりお母さんの職場の都合だったり、そ

ういうところで、本当に赤ちゃんは権利が、子どもなのに権利がなかな

か認められない状況です。大人や親御さんへの支援は大分広がっていま

すけれども、本当にそれがそうなのかなと最近つくづく感じます。それ

から今回、私どもの地域では、桃井第一小学校の地区なのですけれども、

結局学童に入れなかったという待機のお子さんが、すごく大勢になって

しまって、そういうお子さんもいらしたりとか。子育てネットワークで

耳にしたのですけれども、今すごく子どもの声を聞いているとは思いま

すけれども、そういった事情で、実際は結構大人の都合で支援が進んで

いるのかなというところを感じております。 

お答えになっているか、ちょっと分からないですけれども。 

大山会長 ありがとうございます。非常に重要な指摘だと私は受け止めました。 

事務局のほうから、いかがでしょうか。 

子ども家庭部

長 

ありがとうございます。 

その視点は、恐らく保育の歴史を考える中でも、数十年前からきっと

あった話だったと思うのですけれども、より一層その傾向というか、そ

ういうことを考えなければいけないなというのが今のタイミングだろ

うと私も思っています。 

とかく、子どもの権利しかり、子どもの貧困しかりといったときに、

私たちも今「子どもの視点で」ということを強く言わせていただくわけ

ですけれども、特に乳幼児、なかんずく乳児というところになると、よ

り一層、親御さん、保護者の方の思いと、それから実際のお子さんの思

いみたいなところにギャップがあるのだろうか、ないのだろうかという

ところを大事にしながら意見を聞いていきたいなと私自身思っていま

す。 

保育サービスを使われる親御さんにとっては、正直自分の胸に手を当

ててみると、つらいなと思いながらも、今の生活を家族みんなで楽しむ

ためのチョイスとして選ばざるを得ないという状況もあって、そういう

それぞれのご家庭のいろいろな思いだったりとか選択だったりという

ものも尊重しながら、一番大事にしたいのは子ども自身の視点だよねと

いうことを共に考えられるような地域でありたい。そういう地域で、み

んなで子育てを支え合いながら暮らしていくために、親御さんだけでは

なくて、地域の、まさに小俣委員をはじめとした事業者の皆さんも一緒

に連携しながら、当然区もサポートさせていただきながらということな

のだろうなと今聞いていて思いました。 

ただ、子どもの権利ということを私たちも大事にしたい、子どもの意

見を大事にしたいといったときに、乳児の意見はなくて、それは親の意

見なのだということをイコールで見るような、そういう考え方というの
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は、一旦立ち止まって私たちも見ていかなければいけないなということ

を改めて今感じさせていただきましたので、皆さんが実際日頃感じてい

らっしゃることもお聞かせいただき、もし何かお感じになっていること

があれば、委員の方同士でも意見を言っていただけるとうれしいなと思

って聞いていました。 

大山会長 ありがとうございました。 

ほか、いかがでしょうか。 

狩野委員 考えがまとまっておらず、きちんと発言できるかわからないのです

が、最初に浅川さんが仰っていたとおり、こうしたアンケートにお答え

になる方というのが、そもそも貧困から外れているのではないかと強く

思うのです。ものすごいボリュームのアンケートで、このすべてに回答

できるというのは、相当文化的なご家庭だと思うのです。  

現に、ここで「困窮層」とされている方でも、大学院を卒業されてい

るお父さんが何人も入っていて、例えば、持ち家に住んでいる方もたく

さんいらっしゃるし、５部屋の住宅に住んでいるという方もいて。本当

にその方々を「困窮層」と呼べるのかな、というのがまず疑問です。  

実際の「困窮層」の方々というのは、こうしたアンケートを見ても回

答する余裕はない気がします。かつ、この母数が層毎のもので、「困窮

層」とか「一般層」とか分かれている棒グラフになっていて、あたかも

その比率が等価のように見えるのですけれども、「困窮層」の母数は「一

般層」のそれの 20分の１とかなので、層同士の比較でみると「困窮層」

には「こんなにいるんだ」と驚くような数字でも、実数でいうと一人だ

ったり。ですから、これを参考にして施策を決めていくとなると、結構

困ったことになってしまうのではないか。その辺りは行政のみなさん、

ご存じだと思うのですね。  

リーフレットも、区としては、そういう試みというか、やることとし

て必要なことだとは思うのですけれども、それにかかる費用と労力に見

合うだけの効果、意義があるのかどうか。主任児童委員でも毎年リーフ

レットを配っているのですが、効果はあまり感じられません。わたしは

ちょうどコロナ禍が始まる頃に委嘱されたのですが、それ以来、直接の

相談は一件も受けていません。子育てサークルを運営していらっしゃる

方を介して、「こういうことで困っているお母さんがいる」というお話

を伺ったことはあり、そのお母さんがお住まいの地区の主任児童委員に

ご相談するよう勧めたことはあるのですが、主任児童委員という立場を

リーフレットで知って連絡をくださる、というケースはこれまで一度も

ありませんでした。ほかの地区でも、相談を受けることもなく、「自分が

何のために委員を務めているのか分からない」と悩んでおられる委員が

たくさんいます。なので、主任児童委員だけが特別に認知度が低いのか

と思っていたのですが、こちらの資料を拝見すると、ほかの支援機関も

総じて認知されていないようで、公共支援の情報にリーチしていない層

がものすごく多いんですね。こういう援助が受けられる、こんなふうに

手伝ってもらえる、ということをみなさんご存知ないし、知る手段を持

っていない。病院の総合診療科のような機関、子育てをしておられる

方々が困った時はここに相談したらなんでも教えてくれる、という窓口

を設けていただけるとよいのかな、と。  

ファミリーサポートセンターを利用したいとか、越境して保育園に入

園したいとか、そういったご相談を受けたとき、問い合わせ先を調べて

電話してみたのですが、そこから、たらい回しまではいかないのですけ
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れども、「いや、ここではなくて」と別の窓口、別の機関を紹介されるこ

とが結構多かったのですね。不安に思っていたり、特に生活に困窮して

いたりする人が、そこで「いや、うちじゃないんです」と言われたら、

もうそこで諦めてしまう人もすごく多いと思うのですね。  

なので、全部ここでひとまず受け止めて、支援を受けられるようにな

るまで手伝いますよ、という窓口があると助かるひとは多いのではない

かと。情報面で困窮している人、経済的な貧困状態が持続する人という

のは、情報にリーチする力が弱い人ではないかと思うのですね。すぐに

諦めてしまったり、どうしていいか分からなくて途方に暮れてしまった

り。やっと相談までこぎつけても、親切にしてもらえないと怖くなって

やめてしまう。そういう情報リーチ力の弱い人というのが、貧困状態か

ら抜け出せなかったり、お子さんについても、育児を放棄したいという

のではなくて、育児する気力が続かなくてできなくなってしまったりす

るのかもしれないなと。だから、そういう人に、学校の先生が目を配る

とか、いまの時点ですごく忙しくて難しいと思うのですけれども、行政

のある部署が世話するとかいうことができるように将来なっていくと

いいのかなと。  

最近は、みんなが平等に享受できるような施策が多く打ち出されてい

る気がします。給食費の無償化とか。あれは、突然の決定で、学校サイ

ドも予算配分とかですごく苦労されているみたいなのですけれども、給

食費を無償化してもらったほうがいいご家庭というのは実際にはすご

く少ないと思うのです。それをするのだったら、本当に食費に困ってい

る人にピンポイントで支援できる体制とか、精神的なケアができる体制

をつくるのにお金を回してくれたほうがいいのにとすごく思っていて。  

学校の不登校対策でも、学校に来られなくなった生徒に開放するスペ

ースを校内に設ける動きがでてきていますが、学校側に設置の意向があ

っても、予算の関係でできないとか、週に二日しか持てないとか、そう

いう制約がある状況のようです。給食費を払えないというごく一部の人

のために全員を無償化するのだったら、その予算を、例えば不登校の子

が学校に行こうかなと思ったときに行ける教室をつくることに回して

いただくこともできると思うのです。不登校の先にひきこもりの問題が

あって、8050問題の第一段階に不登校があると思うので、不登校の問題

というのは全世代の問題だと思うのですね。そういう、ほんとうに困っ

ている人たちに手が届く方向で何か考えていけるといいなとすごく思

いました。  

それに対して、このアンケートが、全部回答するのにすごく精神力が

要るものであるからこそなのかもしれないのですけれども、先ほども言

及されていたとおり、家族に満足しているお子さんがすごく多いなとい

うことに私もすごくびっくりしまして。それだけ子どもが安心していら

れるご家庭のお父さん、お母さんだからこそ、これだけちゃんと答えら

れるのかもしれないので、区民全体でみると現実にはそこまで家族を信

頼しているお子さんは多くないのかもしれないのですが、でも、これは、

すごく希望が持てるというか、私としてはすごくうれしい数字です。他

にもいろいろ考えさせられたのですけれども、そのような感じです。 

大山会長 事務局から、何かコメントがあればお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

様々なご意見、ありがとうございました。今いろいろお話しいただき

ましたので、ちょっと幾つか、実は今日、第１回議会定例会が終了いた

しまして、今出た給食費ですとか、様々議員の皆様方からもご意見を頂



 - 17 - 

いたところです。 

最初にあった母数のお話は確かにそのとおりでして、例えば 102ペー

ジでいきますと、保護者の就労の状況１つとってみても、「困窮層」「周

辺層」に与えるところの数ですとか、ひとり親の方の数とか、今回ター

ゲットになるであろう方々の数というのは、全体に比べると少なかった

りはします。そこに対してピンポイントに、その人たちのためだけにと

いうのになると、「いやいや、それは全体を見ていない話になりますよ

ね」というのは、それはおっしゃるとおりでして、私ども行政は、そこ

も含めて、具体的にどういった形でいわゆる困り事を拾っていけるのか

というところを考えていかなければいけないのではないのかなと。そう

いったことを今後、冒頭申し上げましたとおり、関係各課で、それには

どういったことが最善、最良なのか、ちょっと改めて考えていければな

と思っております。ご意見ありがとうございました。 

大山会長 ありがとうございました。 

ほかは、よろしいでしょうか。ご発言ありがとうございました。それ

では、本件につきましては以上といたします。 

最後に、議題「(３)子ども・子育て支援事業計画（第三期）の策定に

向けて」の説明をお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

それでは、子ども・子育て支援事業計画（第三期）の策定に向けた取

組について、ご説明させていただきます。 

恐れ入ります。資料は特にございませんので、お聞きいただければと

思います。 

この計画につきましては、子ども・子育て支援法という法律に基づき

まして、教育、それから保育の事業、地域子ども・子育て支援事業の実

施主体である地方自治体の責務として、それぞれの事業の需要量の見込

みと確保の内容、それから実施時期を定めた計画として、５年を１期と

して策定することが定められている法定の計画となってございます。 

また、子ども・子育て会議の役割といたしまして、この子ども・子育

て支援事業計画の策定等について、ご審議いただくという形になってお

ります。 

現在の子ども・子育て支援事業計画は、令和２年度から令和６年度ま

でを計画期間とする、いわゆる第二期の計画となりますので、令和７年

度以降の計画につきましては、来年度、もう目の前なのですが、令和６

年度に計画の策定を行う必要があるということでございます。 

一方で、この現在の子ども・子育て支援事業計画は、単独で計画策定

をしたものではなくて、区の子ども・子育て施策を総合的に展開してい

くために、その基本的な方向性と取組を示した子ども家庭計画に包含さ

れているという形になっております。皆様方には以前ご配付をさせてい

ただいた計画です。この第４章の部分が、子ども・子育て支援事業計画

になります。 

子ども家庭計画の計画期間につきましては、子ども・子育て支援事業

計画と整合を図って令和６年度末までを計画期間としていますが、新た

な子ども家庭計画をどのように策定していくかというのが、実は現時点

で方向性として確定をしていない状況です。 

この２つの計画を令和６年度中にどのように策定をしていくか。その

辺りの議論を、来年度の第１回目の会議のときに皆様方のご意見を頂き

ながら進めてまいりたいと考えております。 

なお、今年度第１回目の会議でお示しした当初のスケジュールでは、
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本日の説明内容としてはそこが決まったという策定方針のご説明をさ

せていただくところですけれども、今申し上げたような事情で、それは

次年度の１回目に延期といいますか、区の方針を決めた上で改めてご説

明させていただくということになりますので、ご了承いただければと思

います。 

説明は以上でございます。 

大山会長 来年度策定する計画について、現時点での区の考えをご説明いただき

ました。今後、この会議の場で計画についての検討や議論をしていくこ

とになるかと思いますが、この計画の策定について、ご意見、ご質問あ

りましたら、挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

では、この問題については次回の会議で改めて検討していくという形

にさせていただきたいと思います。 

それでは、本件につきましては以上といたします。 

事務局から、その他連絡事項があればお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

それでは、何点か連絡事項をお伝えさせていただきます。 

まず、皆様方のお手元に、カラー刷りの小冊子とチラシが置かれてい

るかと思うのですが、これを簡単にご説明させていただきます。 

まず、小冊子のほう、「なみすく」と書かれているもの。これは、は、

杉並区教育委員会のご協力で毎号２万5,000部を全区立小学校の児童に

配付するほか、全区立図書館に設置をしておりますということで、NPO

の方が作成をして、ご配付をしてくださっているものになります。 

今回、2024年春号なのですが、表紙をおめくりいただきますと、向か

って右のページ、それからその次の両面、その次の２つのページに、私

どもが大きな取組として今携わっております「みんなで話そう！子ども

の権利」ということで、特に子どもの権利に関して、保護者の方と杉並

区教育委員会教育長の意見交換ですとか、それから取組の内容につい

て、様々ご紹介をしていただきました。今後、来年度に向けまして、区

としても審議会の議論を踏まえて様々取組を進めていくのですけれど

も、こういったところでもご紹介いただきましたので、皆様方にも情報

提供ということでさせていただいたところでございます。 

もう１つのこのＡ４判の縦のチラシですが、これは、区の北側にあり

ます中瀬中学校の PTAが主催になりまして、子どもの幸せ、子どもの権

利に関する映画の上映会と講演会を周知いただきましたので、皆様方に

も情報提供させていただきます。お時間、それから関心のある方、もし

よろしければ、ぜひご覧になってください。 

最後に、今年度の本会議の開催は本日で最後となります。１年間、ど

うもありがとうございました。 

次回は令和６年度に入って、第１回目の会議といたしまして、通常で

すと大体６月なのですが、先ほどの計画のこともございますので、５月

中旬から下旬、それから６月ぐらいで１回目の開催を考えております。

また出席可能な日程につきましては、事務局を通じてご確認をさせてい

ただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

大山会長 円滑な進行にご協力いただき、感謝申し上げます。皆様お疲れさまでし

た。 

小林委員 すみません。ちょっと意見があるのですけれども、いいでしょうか。 

大山会長 ありますか。では、どうぞ。 
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小林委員 すみません。終わりそうなときに、ちょっと意見を。 

学童の問題なのですけれども、今度学童の出入りが電子化になるとい

う話をお聞きしまして、１分でも遅れると延長料金を取られるという話

が出たのです。それはちょっと納得できないなと思いまして。働いてい

る親御さんがお迎えに行くわけですから、電車の事情とかいろいろな事

情があると思うのですよね。ですから、例えば６時までで６時１分過ぎ

たらそこで延長料金を取るというようなお話は、ちょっと納得できない

と思うのです。 

それから、夏休みに入りまして、ご夫婦で働いているご家庭があって

学童に預けていますけれども、毎日お弁当を作らなければならないとい

う意見があるのですね。ほかの区では、お弁当を給食みたいな形でやら

れているところもありますので、その辺、区で検討していただければ親

御さんも助かると思うのです。 

それからもう１点、杉並区内の夏休みのプールが中止になるのです

よ、来年度から。聞いていませんか。そういう情報が入っているのです

けれども、これは区ではなくて、教育長の判断かな。人件費の問題があ

るからというのですけれども、子どもというのは、夏、プールで泳ぐの

が当たり前だと思うのですよね。そういうのを簡単に決めつけられると

いうのは、私のところへいろいろ苦情が来て、子ども・子育て会議で言

ってくれと言われたものですから、３点ほど今発言したのですけれど

も。 

大山会長 ありがとうございました。では、事務局からお願いいたします。 

児童青少年課

長 

小林委員、ありがとうございました。児童青少年課長よりお答えさせ

ていただきます。 

１点目、入退室管理システムです。こちらは、学童クラブで令和６年

４月１日から導入することになっているところです。保護者の方の安

全・安心の向上と、利便性の向上を目的にしています。今までは学童ク

ラブの出欠席や帰る時間の変更があれば電話で頂いていたのですけれ

ども、それがアプリでできるようになるので、そこで保護者の利便性が

高まるのかなというところ。 

あとは、我々迎える側も、事務の効率化というところで、本来お子さ

んにかける時間をそういった電話対応で取られていたので、それがなく

なれば非常に効率化され、子どもに向かう時間がより増えるというとこ

ろ、そんな効果を見込んで入退室管理システムを入れさせていただくと

ころです。 

帰りの時間なのですけれども、おっしゃっていただいた運用は考えて

おらず、恐らくタイムロスが少しあるので、そこは十分実態を見ながら

対応していきたいと思っています。実態を考慮せずに、ＱＲコードを読

み込んだ時間が 18 時を超えたから、一律に 500 円のスポット料金だよ

という運用は考えていないので、そこは実態を見ながらしっかり対応し

ていきたいと思っているところですので、ご安心いただければと思いま

す。 

２点目、学童の配食サービスのことかと思います。こちらは、議会で

も取り上げられているところでございまして、同じような声は、ほかの

保護者の方からも頂いているところです。夏期休業などの長期休業期間

中に、お弁当を作るのが働きながらだと難しいというところのお声は頂

いておるのですが、必要数の管理ですとか、あとはアレルギー対応、そ

れから受け取りをするための職員の配置というところが必要になって
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きますので、今現在検討中という形でございます。 

小林委員 検討はしているのですか。 

児童青少年課

長 

そうです。ただ、昨年末に、先行して導入している自治体も見させて

いただいて、食べた後のごみをどうしても児童が持ち帰らなければいけ

ないとか、お弁当が届く時間が８時半から 11 時半までの間で非常に開

きがあって、届いたお弁当もちょっと冷めてしまうのだとか、新たに、

先行自治体での課題も見えてきているので、そういったところも踏まえ

ながら、導入ができるかどうか検討してまいります。 

３点目は、こちらのほうで把握しておりませんので、今頂いた件を教

育委員会と確認をしてまいりたいと思います。 

以上です。 

小林委員 ありがとうございました。子どもの権利を思うと、必要というか、大

事にしてあげてほしいのでね。ちょっと意見を言わせてもらいました。

ありがとうございました。 

大山会長 小林委員、よろしいでしょうか。 

今年度はこれで最後になりますので、何か一言という方がもしほかに

いらっしゃいましたら。 

小川委員 私、今子ども・子育て会議委員をさせていただいて５年目なのですけ

れども、提案させていただきたい点が１点ございます。 

この次第があるのですけれども、今日議題が３つあって、２つ目の議

題については活発な意見があったと思うのですけれども、１つ目と３つ

目は意見がゼロだったと思うのですね。さらに、２つ目に対しても、こ

の「杉並区子どもと子育て家庭の実態調査結果について」というすごく

漠然とした議題設定で、各委員の方が自分の関心があることに対して発

言とか疑問とか感想を述べていると思うのですけれども、もっと区とし

て、仮とか案でもいいので、このような課題に対して区としてこういう

アプローチをしていきたい。施策を取っていきたいという具体的な議題

にしたほうが、より生産的で、もっと効率のいい議論ができるのではな

いかと思った次第です。 

以上です。 

大山会長 事務局からコメントをお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

ご意見ありがとうございました。 

小川委員おっしゃるとおり、２つ目の議題につきましてはそうした方

法も検討いたしました。そうすると、結果を分析しまして、具体的なア

プローチ方法等を一定程度案としてつくり上げて、それから皆様にお示

しすると、どうしても皆様にお知らせすることが後ろ倒しになってしま

うというところがあります。 

それで今般、私ども、部長以下、検討いたしまして、まずこの報告が

できましたということで一旦お知らせをしようと。今回に関しては、事

前にご連絡させていただいたとおり、こういったことで、もしこんなこ

とができればというところ含めて今日ご意見を頂いた上で、その辺りは

考えていきたいなと思っていた次第です。 

ただ一方で、委員のおっしゃることもよく分かりますので、今後、そ

の辺りにつきましては、可能な限り頂いたご意見に対応できるように、

こちらも考えた上でお示しさせていただければなと思います。ありがと

うございました。 

大山会長 ありがとうございました。小川委員、よろしいでしょうか。 
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ほかは、よろしいでしょうか。 

では、お願いします。 

四童子委員 昨今テレビの報道で、児童の水筒に異物に混入されたという事案が発

生したと知りました。それは１回だけではなくて、再び同じような犯行

が行われたということでしたが、学校からこういうようなことがあった

というようなお知らせを、見た覚えがありません。区にはこのような事

案が発生したのだということを積極的に広報していただいたか？と思

うことがありました。保護者としては、子どもの命に関わることであり

ますので大変不安に感じておりまして、こういったのをなぜしっかりと

杉並区のほうからアウトプットしないのか。もしくは、広報量が少ない

のではないかと感じたのですが、いかがでしょうか。 

大山会長 事務局のほうでお願いいたします。 

子ども家庭部

長 

今ご指摘いただいた内容については、報道でご覧になった方もたくさ

んいらっしゃると思います。 

教育委員会の担当事案ということではあるのですが、報道機関等への

発表、それからホームページでの公表は既に行っているとは聞いており

ます。今朝方、議会冒頭で、教育委員会から議会にも報告を申し上げた

ところではあるのですけれども、既にこれは警察にも届出をして、警察

のほうでの捜査が行われているという状況の中、私としても詳しい状況

について皆さんに情報提供させていただける内容が今ないというとこ

ろであります。 

ただ、特に小学生のお子さんをお持ちの保護者の方からすれば大変不

安に思っているということは、今、四童子委員からあったとおりかと思

いますので、この子ども・子育て会議の場でもそういうご意見があった

ことを教育委員会事務局にはしっかりと伝え、今後どういう形で区民の

方にお示しをしていくことができるかどうかということについて大変

注視されているということについては、しっかりお伝えをしていきたい

と思いますので、ご理解いただければと思います。 

四童子委員 ありがとうございます。 

大山会長 それでは皆様、改めてお疲れさまでした。これをもちまして第４回子

ども・子育て会議を終了いたします。ありがとうございました。 

 


